
 

 

 

 

 

   下田市公の施設の指定管理者選定委員会の協議結果 

 

１ 開催年月日 

  令和７年 10月 28 日（火） 

 

２ 対象施設   

(１) 下田市民文化会館 

(２) 下田市民スポーツセンター 

(３) 敷根公園 

 

３ 協議方法   

下田市公の施設の指定管理者選定委員会において、公益財団法人下田市振興公社が指定

管理を受けている３施設について指定管理期間を１年間延長する理由や現指定管理者の令

和８年度の事業計画書収支予算の内容、施設担当課によるヒアリング等を行い内容を協議

した。 

 

４ 協議結果 

  令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの指定管理期間５年を継承しつつ、令和８

年度の事業計画の内容については概ね適正な事業実施が見込まれ、適切に運営できると判

断した。 

 

５ 意見・要望 

(１) 自主事業において、収入に対して支出が多くなっている事業がある。市民文化の向

上としては必要であるため、利用者数増加に繋がる周知や工夫が必要である。 

(２) 施設の稼働率や利用者数に関しては、一定の評価ができる。今後、施設の持続可能

性を検討していただきたい。 

(３) 今後、３施設を市の直営とする場合に市側の所管課が分かれていると意思統一に解

釈の違いなどが生じる可能性もあり、所管課を一本化することで効率化を図る。 

 

６ 下田市公の施設の指定管理者選定委員会 

  峯岸勉、菊地喜代治、永谷優子、原和秀、土屋和典、高橋安彦 


